
                                  

製品含有化学物質の管理および 

情報伝達･開示に関するガイダンス 

― 粘着テープ･粘着シート ― 

 
 

REACH規則への 

粘着テープ業界対応ガイダンス 

（第2版） 

 

 

2013年12月13日 

 

 

 

日本粘着テープ工業会 

 

「化学物質規制に関する粘着テープ業界の対応」 

に関する技術部会分科会編 

 
 
 
 

 

 

日本粘着テープ工業会ガイダンス 

 



2013 年 12 月 13 日
アーティクルマネジメント推進協議会

管理ガイドライン作成技術委員会
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発行日： 2013 年 12 月 13 日発行

版 数： 第 2 版
●推奨の規準とした文書

製品含有化学物質管理ガイドライン（第 3 版、2013 年 2 月 20 日発行）
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１．はじめに 

REACH規則は3万種にも及ぶ化学物質の登録などに関する法律であり、人の健康や環境への影響から

選定される高懸念物質(SVHC)が認可候補物質や認可対象物質となり、その数は、最終的には 1,000 物

質を超えるとも言われている。認可対象物質となると、基本的には認可された用途以外での使用は禁

止となる。したがってREACH規則は主にEU域内の輸入業者・生産者を対象としているが、日本を含め

たEU域外のメーカーにとって、深刻な貿易障壁となる事が懸念されている。 

この化学物質規則はAnnexⅩⅣやCLPなど該当法令の名称変更や追加が随時行なわれるため、ユーザ

ー(以下、｢川下ユーザー｣と言う)の対応策・要求レベルは多種多様であり、その対応は粘着テープ・

粘着シート製造業界（以下、「当業界」と言う）共通の悩みと思われる。 

また、RoHS指令の時の経験を活かし、当業界が統一した対応を行うことは、サプライヤー(以下、｢川

上メーカー｣と言う)や川下ユーザーにとってメリットが大きいと考えられる。 

ここで、REACH 規則の前文で｢問題となる物質に関する全ての情報収集と、リスク管理に関する全て

の注意事項をサプライチェーン内で伝達すること｣が求められており、それらのコミュニケーションが

適切にとられることが｢人々の健康や環境に有害な影響を与えないこと｣にとって必要なことであると

明言されている。そこで、当業界として REACH 規則対応ガイダンスを策定し、情報伝達方法や対応手

順の標準化を目指す。 

注記： JAMP発行の“AIS作成支援ツール”では、SVHCは 「A」（認可物質）や「C」（認可対象候

補物質）で表示される。本ガイダンスでの高懸念物質（SVHC）はその両方を指す。 

 

２．適用範囲 

このガイダンスは、粘着テープ及び粘着シートに適用する。 

粘着テープ及び粘着シートとは、JIS Z 0109-1992 「粘着テープ･粘着シート用語」で定義される、

｢粘着テープ｣、｢両面粘着テープ｣、｢粘着シート｣、｢印刷用粘着シート｣、｢粘着ラベル｣を指す。  

本ガイダンスには「粘着シート」のAIS記載事例を示さないが、「粘着シート」は「粘着テープ」 

を個片化したもので両者は同一の扱いとする。 

 

３．用語の定義及び解説 

このガイダンスに記載されている用語の定義及び解説を付表1 用語解説に示す。 

 

４．参照している規格類 

このガイダンスで参照している規格類は、下記の通り。 

表1 参照している規格類 

名 称 出 典 

製品含有化学物質管理ガイドライン（第3版） 
製品含有化学物質管理ガイドライン第3版協働検討会、

JAMP発行 

成形品に含まれる物質に関する 

要求事項についてのガイダンス 
ECHA 

粘着テープ・粘着シート用語 JIS 
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［参考］JAMPホームページ http://www.jamp-info.com/ 

     European Chemicals Agency（ECHA） http://echa.europa.eu/ 

 

尚、規格類については、適宜改正されるため、ECHA並びにJAMPのホームページにて最新版の確認を行い

対応すること。 

 

５．粘着テープ製造工程図 

図1は、粘着テープの製造工程の一例を示すものであり、すべての粘着テープに当てはまる

ものではない。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

図1の製造工程で生産された粘着テープの最終製品の形状の事例を図2に示す。 

製品の形状は川下ユーザーの要望で種々存在し、本事例はその1つである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図2 粘着テープの切断ロール形状 

 

粘着剤 Ｓ／Ｍ 

下処理剤 Ｓ／Ｍ

 

巻取 

図1 粘着テープの製造工程 

塗工・ ( ) 支持体 ( 基材) Ａ 切断・包装

背面処理剤 Ｓ／Ｍ 

配合

配合 ( 溶剤 )  Ｓ

最終製品 

原材料購入

( 川上メーカー)

粘着テープ製造・加工 納入・販売

(川下ユーザー)

Ｓ  ： 物質 

Ｍ ： 混合物

Ａ ： 成形品

Ｓ／Ｍ → Ａ（成形品）  

配合

乾燥
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６．REACH規則における粘着テープの成形品と混合物の区分 

粘着テープは、一般に基材、支持体もしくは内部補強材から構成されるが、それらは粘着テープの

使用時（接合時）に、形態、化学組成が変化しない。よって、製品含有化学物質管理において、成形品

として扱うことができる。 

成形品と混合物の区分は、REACH規則の「成形品に含まれる物質に関する要求事項についてのガイダ

ンス／バージョン2」(2011年4月リリース版)の Table7、Table8に記載がある。和訳を付表2として

添付するので参照頂きたい。また、成形品である粘着テープの詳細な事例は、「成形品に含まれる物質

に関する要求事項についてのガイダンス／バージョン1」（2008年5月リリース版）Table10に事例掲

載されており、そこから引用した付表3を添付する。なお、詳細な内容はECHAガイダンスの原文を参

照頂きたい。また規格の要求事項に関しては最新の原文を参照のこと。 

成形品の製品含有化学物質情報の提供には、AISが用いられる。よってMSDSplus での情報提供は原

則として行わない。混合物として取り扱うべき製品が現れた場合には、REACH規則の「成形品に含まれ

る物質に関する要求事項についてのガイダンス」の判断基準を参考にしてMSDSplusを使用して情報を

提供することとなる。 

 

注記：上記判断はあくまでガイドラインであり、個別製品に対する判断は各社の責任で行う 

   ものとする。 

 

７．AISの作成（成形品の場合） 

７－１．報告物質情報の収集 

対応手順として、AISに記述する情報を収集するため、対象製品に関する下記の書類を入手する。 

① 製品（粘着テープ及び粘着シート）の設計書、図面、部品表など 

製品の構造、使用材料、使用量などを把握する。 

  ※原材料、部材、接続用部材、梱包材など、当該製品に使用する全ての構成材料を対象とする。 

② 各使用材料のSDS、MSDSplusまたはAISを入手し、報告物質及び含有量を把握する。 

 混合物より新たに製造される「成形品」となる粘着剤については、調達する混合物のSDSやMSDSplus 

の記載情報と製造工程に応じて、自社で新たな製品含有化学物質情報を作成する。 

③ 外注品がある場合は、その部分のAIS外注工程で製造された部品に含まれる報告物質と含有量を

把握する。 

  尚、粘着テープを構成する、テープの支持体(基材)と粘着剤を、機械的かつ完全に分離することは

難しく、また使用時においても容易に分離できないため、本ガイダンスでは粘着テープは｢一体

な成形品｣として扱うことを基本的な考え方とする。ただし、別の考え方を妨げるものではない

ものとする。 

 

７－２．AISの作成 

AIS作成の具体的な入力手順は、JAMPが発行する“AIS作成手順書”および“AIS入力支援ツール操

作説明書”に示されている。また、「材質分類」は“AIS材質分類説明書”に解説されている。 
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８項に、粘着テープのAIS作成事例を紹介する。ただし、紹介する事例はあくまでも作成例であり、

部品や材質等の記載方法については各社の判断とする。 

剥離紙については、各社の判断あるいは川下ユーザーの要望等で省略することもできる。 

JIGやGADSLについては、川下ユーザーである電気・電子業界や自動車業界での利用が多いことから

川上メーカーに調査を依頼しておくことが好ましい。 

 

７－３．AISの提出・保管・維持 

AISの提出は、事前に川下ユーザーと提出形態（電子データ、紙、等）を確認して対処すること。 

AISは適切に保管するとともに、内容に変更があれば適時改訂し管理する。 

提出したAISは10年間保管する。 

（REACH規則36条第1項：各製造者、輸入業者、川下ユーザー及び流通業者は、この規則に基づい

てその義務を遂行するのに必要とするすべての情報を、その物質または調剤を最後に製造、輸入、供

給または使用した後、少なくとも10年間、収集整理し、利用可能にしておかなければならない)  

 

８．AIS作成事例 

以下に示す4つの事例は、JAMP AIS入力支援ツールVer.4.1を採用して記載した。 

AISは、原則としてJAMPの最新版AIS入力支援ツールを用いて作成する。 

 

例1）内部補強材と粘着剤が一体化した場合 

 内部補強材と粘着剤が一体化した事例として図3に内部補強のある転写テープの構成を示す。 

この事例を用いてAIS記載例 1）を示す。 

（内部補強材としてガラスチップを含む）

（粘着剤）

粘着層

（剥離剤）（紙）

剥離紙

粘着ﾃｰﾌﾟ

（ガラスチップ）

 

図3 内部補強のある転写テープ 
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剥離紙とは、ECHAでは“Carrier Material”と記載されている。 

 JIS Z0109(粘着テープ・粘着シート用語)では「剥離ライナー」と定義されている。 

 紙又はプラスチックフィルムなどの片面又は両面に剥離処理した材料。最終使用時まで粘着テープ 

 又は粘着シートの粘着面を保護し、使用時に剥がして用いる。 

 

 AIS記載例1）内部補強材と粘着剤が一体化した場合 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
４．組成成分情報 (成分表)

名称 員数 名称 員数 用途 分類記号 名称 質量 単位 公的規格 備考 CAS番号 物質名 含有率 質量 単位 備考

* * * * * *
1 粘着テープ 1.0 1.母材 N543

その他の硬化性
樹脂

50.0 g

階層 部品 材質 物質

追加 追加選択

XML出力XML一時保存

成分表初期化

選択行削除 物質情報更新

追加 追加 選択

エラーチェック

集計

 
 
 
 
 
 
AIS 記載例 1）は、内部補強材と粘着剤が一体化した場合の記載方法を示しているが、製品に

ついている剥離紙は、川下ユーザーが剥がして粘着テープを組み込むため、剥離紙を除いて

AIS を作成している。 

AIS に剥離紙を含めない場合は、【5．その他の情報】欄にその旨を記載して提出する。 

 

 

 

５．その他の情報

粘着テープの構成材料である剥離紙は本AISには含
めて記載しておりません。

引用文献・制約/注意事項

該当 備考 該当 備考 該当 備考 該当 物質用途 該当 物質用途 該当 適用除外 該当 適用除外 該当 備考 該当 備考 該当 備考

CLP Annex VI  CMR

1,2

報告物質該当法令等

SVHC ESIS PBT IEC62474/J IGPOPs Annex  I R oHS
質量
単位

物質質量ｘ員数任意報告物質REACH Annex  XVI I GADSL 材質質量ｘ員数ELV

４．組成成分情報 (成形品)

報告単位 * m2

質量 * 50.0

質量単位 * g

* 0. 本製品は、報告物質該当法令等に該当する物質
の含有は確認されておりません

1. GADSLを対象とする

1. JIGを対象とする

GADSL

JIG

組成成分情報に関する宣言

材質質量総計

成形品

集計
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例2）構成ごとに細かく表現した場合 及び  

例3）構成材料を部品として分けて表現した場合 

図4に、ＰＥＴ不織布に粘着剤が含浸した粘着テープの事例を示す。 

この事例を用いて、AIS記載例2並びにAIS記載例3を示す。 

 

粘着層

剥離紙
（AISに含めない場合は明記）

（PET不織布） （粘着剤）

粘着層

（剥離剤）（紙）

剥離紙

 

図4 PET不織布に粘着剤が含浸した粘着テープ 

 

AIS記載例2）構成ごとに細かく表現した場合 

４．組成成分情報 (成形品)

報告単位 * m2

質量 * 167.0

質量単位 * g

* 1. 本製品は、記載のとおり報告物質該当法令等に該
当する物質の含有を確認しております

167.0g

(100.0%)

1. GADSLを対象とする

1. JIGを対象とする

成形品

GADSL

JIG

組成成分情報に関する宣言

材質質量総計
集計

 

４．組成成分情報 (成分表)

名称 員数 名称 員数 用途 分類記号 名称 質量 単位 公的規格 備考 CAS番号 物質名 含有率 質量 単位 備考

* * * * * *
1 1.母材 P519 ＰＥＴ 70.0 g 1309-64-4

Diantimony trioxide;
Antimony trioxide

0.02% 0.014 g

1 1.母材 N543
その他の硬化性
樹脂

15.0 g

1 1.母材 N712 紙 80.0 g
1 1.母材 N545 高分子複合材 2.0 g

ポリエステルテー
プ

1.0

階層 部品 材質 物質

追加 追加選択

XML出力XML一時保存

成分表初期化

選択行削除 物質情報更新

追加 追加 選択

エラーチェック

集計

 

 

 

 

該当 備考 該当 備考 該当 備考 該当 物質用途 該当 物質用途 該当 適用除外 該当 適用除外 該当 備考 該当 備考 該当 備考

D 70.0 0.014 g

15.0 0.0 g

80.0 0.0 g

2.0 0.0 g

CLP A nnex  V I CMR
1,2

報告物質該当法令等

SVHC ESIS PBT IEC62474/J IGPOPs  Annex  I RoHS
質量
単位

物質質量ｘ員数任意報告物質REACH Annex XVI I GA DSL 材質質量ｘ員数ELV
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AIS 記載例 2）は、部品名称を１つとし、材質を図 4の構成で別々に記載している。 

材質用途は、各々の材料メーカーから入手する MSDSplus や AIS の材質用途を反映させている

ため、常に一致するとは限らない。 

 粘着剤の成分が同一の場合、合計することがある。 

 

AIS記載例3）構成材料を部品として分けて表現した場合 
４．組成成分情報 (成形品)

報告単位 * m2

質量 * 167.0

質量単位 * g

* 1. 本製品は、記載のとおり報告物質該当法令等に該
当する物質の含有を確認しております

167.0g

(100.0%)

1. GADSLを対象とする

1. JIGを対象とする

成形品

GADSL

JIG

組成成分情報に関する宣言

材質質量総計
集計

 
４．組成成分情報 (成分表)

名称 員数 名称 員数 用途 分類記号 名称 質量 単位 公的規格 備考 CAS番号 物質名 含有率 質量 単位 備考

* * * * * *
1 基材 1.0 1.母材 P519 ＰＥＴ 70.0 g 1309-64-4

Diantimony trioxide;
Antimony trioxide

0.02% 0.014 g

1 粘着剤 1.0 1.母材 N543
その他の硬化性
樹脂

15.0 g

1 1.母材 N712 紙 80.0 g

1 11.（表面処理系）
塗装

S405
コーティング（他
の複合材）

2.0 g
剥離紙 1.0

階層 部品 材質 物質

追加 追加選択

XML出力XML一時保存

成分表初期化

選択行削除 物質情報更新

追加 追加 選択

エラーチェック

集計

該当 備考 該当 備考 該当 備考 該当 物質用途 該当 物質用途 該当 適用除外 該当 適用除外 該当 備考 該当 備考 該当 備考

D 70.0 0.014 g

15.0 0.0 g

80.0 0.0 g

2.0 0.0 g

質量
単位

物質質量ｘ員数任意報告物質REACH Annex XV II GADSL 材質質量ｘ員数ELV

CLP Annex V I  CMR

1,2

報告物質該当法令等

SVHC ESIS PBT IEC62474/J IGPOPs Annex  I RoHS

 
 

AIS 記載例 3）は、AIS 記載例 2）の部品名称を構成毎に分けて記載している事例である。 

粘着テープは基材、粘着剤、剥離紙から構成されているため、その構成材料毎の情報を記載

している。 

 材質用途は、各々の材料メーカーから入手する MSDSplus や AIS の材質用途を反映させてい

るため、常に一致するとは限らない。 

 粘着剤の成分が同一の場合、合計することがある。 
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例 4）ロール品１個として表現した場合 

 図 5に、製品形状の粘着テープ（紙管の付いている状態）の事例を示す。 

 この事例を用いて AIS 記載例 4を示す。 

紙管

＝（粘着 剤 ）

粘着層

（高分子複合材）（紙）

剥離紙

（ＰＥＴ不織布） （粘着剤）

（剥離剤）（紙）

 

図5 製品形状の粘着テープ 

AIS記載例4）ロール品１個として表現した場合 
４．組成成分情報 (成形品)

報告単位 * 個

質量 * 447.5

質量単位 * g

* 1. 本製品は、記載のとおり報告物質該当法令等に該当す
る物質の含有を確認しております

447.5g

(100.0%)

1. GADSLを対象とする

1. JIGを対象とする

GADSL

JIG

組成成分情報に関する宣言

材質質量総計

成形品

集計

 

該当 備考 該当 備考 該当 備考 該当 物質用途 該当 物質用途 該当 適用除外 該当 適用除外 該当 備考 該当 備考 該当 備考

D 175.0 0.035 g

37.5 0.0 g

200.0 0.0 g

5.0 0.0 g

29.0 0.0 g

1.0 0.0 g

質量
単位

物質質量ｘ員数任意報告物質REACH Annex  XV II GADSL 材質質量ｘ員数ELV

CLP Annex V I CMR

1,2

報告物質該当法令等

SVHC ESIS PBT IEC62474/JIGPOPs Annex  I RoHS

４．組成成分情報 (成分表)

名称 員数 名称 員数 用途 分類記号 名称 質量 単位 公的規格 備考 CAS番号 物質名 含有率 質量 単位 備考

* * * * * *
1 基材 1.0 1.母材 P519 ＰＥＴ 175.0 g 1309-64-4

Diantimony trioxide;
Antimony trioxide

0.02% 0.035 g

1 粘着剤 1.0 1.母材 N543
その他の硬化性
樹脂

37.5 g

1 1.母材 N712 紙 200.0 g

1 11.（表面処理系）
塗装

S405
コーティング（他
の複合材）

5.0 g

1 1.母材 N712 紙 29.0 g

1 3.付着剤 P529
その他の熱可塑
性樹脂

1.0 g

剥離紙 1.0

紙管 1.0

階層 部品 材質 物質

追加 追加選択

XML出力XML一時保存

成分表初期化

選択行削除 物質情報更新

追加 追加 選択

エラーチェック

集計
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 AIS記載例4）は、ロール品１個で表現した場合（50mm×50m巻の両面テープ）の事例である。 

供給形態がテープであり、基材、粘着剤、剥離紙、紙管から構成されているため、成形品である紙管を

複合して記載し、構成材料毎の情報を記載している。 

 

材質用途は、各々の材料メーカーから入手する MSDSplus や AIS の材質用途を反映させている

ため、常に一致するとは限らない。 

粘着剤の成分が同一の場合、合計することがある。 
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付表1 用語解説 

用 語 解 説 

REACH規則 

Registration , Evaluation , Authorisation , and Restriction of Chemicals 

｢化学物質の登録、評価、認可及び制限に関する欧州規則｣ 

【REGULATION (EC)No.1907/2006】 

REACH規則におけ

る“成形品”の定義 

成形品（アーティクル）は、生産の間に、その化学組成よりも大きく 

その機能を決定する、特定の形状、表面またはデザインを与えられた、 

物体を意味する。（REACH第3条(3)） 

RoHS指令 

Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances  

in Electrical and Electronic Equipment 

｢電気・電子機器における特定有害物質の使用・制限に関する指令｣ 

【DIRECTIVE 2011/65/EU】 

ELV指令 

End of Life Vehicles 

｢自動車のリサイクルに関する指令（廃自動車指令とも言う）｣ 

【DIRECTIVE 2000/53/EC】 

ECHA European Chemicals Agency （欧州化学品庁） 

JAMP 

Joint Article Management Promotion-consortium 

（アーティクルマネジメント推進協議会） 

サプライチェーンにおける製品含有化学物質の適正な管理及び円滑な情報の開示

を促進し、産業の国際的な競争力確保に寄与することを目的とし、①製品含有化

学物質管理ガイドラインの作成・検証、②AISの作成・検証、③管理ガイドライン

及び AIS の普及、④製品含有化学物質情報基盤の整備及び推進、等に取り組んで

いる組織。 

JGPSSI 

Japan Green Procurement Survey Standardization Initiative 

（グリーン調達調査共通化協議会） 

JGPSSI は 2012 年 5月をもって発展的解消となり、現在はその活動の多くを

IEC/TC111 の国内組織（国内 VT62474)に移行した。 

製品含有化学物質 

管理ガイドライン 

製品含有化学物質の管理に取り組む組織の支援を目的に作成されたもので、６団

体の参加する協働検討会により、｢製品含有化学物質管理－原則と指針（JIS Z 

7201）｣に準拠した第３版へ改訂。 

JAMP MSDSplus 
※ガイダンス中は

MSDSplusと略す 

JAMP が作成した、化学物質及び調剤（混合物）に関し MSDS を補完し、AIS 作

成に必要な化学物質情報を伝達するための情報記述フォーマット。 

JAMP AIS 
※ガイダンス中は 

AISと略す 

AIS：Article Information Sheet 

JAMPが作成した、成形品に含有する化学物質情報を開示・伝達するための情報記

述フォーマット。 
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用 語 解 説 

高懸念物質 

（SVHC） 

Substances of Very High Concern 

REACH 規則 59 条の手続きにより定められる物質であり、同法 57 条で 

規定される特性(重篤な｢発癌性、変異原性、生殖毒性、難分解性、 

生物蓄積性、毒性など｣が懸念される特性)を持つ物質から選定される。 

この中から認可対象物質が選定される。SVHC が公表された段階から、 

｢成形品中に SVHCを含有する場合はその情報等を受領者に伝達しなけれ

ばならない｣等の義務が発生する。 

SDS 

Safety Data Sheet  

（化学物質安全性データシート 又は 製品安全データシート） 

化学物質を扱う事業者に対して、環境と健康の保護及び作業上の安全に関する必

要な措置をとることができるように作成され・提供される書面。 

労働安全衛生法(安衛法)・特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改

善を促進に関する法律(化管法、いわゆるPRTR法)・毒物及び劇物取締法(毒劇法)

でSDSの提供が義務化されている。従来はMSDSの表現が用いられていたが、

2012年より JISの改訂により全面的にSDSが使用されている。 

成形品中に含まれる 

物質に関する 

要求事項についての 

ガイダンス 

原文名称：Guidance on requirements for substances in articles 

REACH 規則のガイダンスの 1 つ。成形品の定義と物質･調剤との区分、意図的

放出の解釈、SVHC濃度の決定等が記載されている。 

2008年5月にVer.1が、2011年4月にVer.2がリリースされた。 

CLP 
付属書VI  

Table3.2 CMR-cat.1,2 

｢危険な物質の分類、包装及び表示に関する指令｣ 

REACH規則のSVHCとなる可能性がある物質。 

REACH 付属書XVII 
除：CLP 附属書VI 
Table3.2CMR-cat.1,2 

｢危険な物質および調剤の上市と使用の制限に関する指令｣ 

REACH規則付属書ⅩⅦに組み込まれた。 
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用 語 解 説 

ESIS PBT  

EUがPBTやvPvB等に該当すると判定した物質。ESIS(European chemical Substances 

Information System)のPBTリストとして公開されている。 

PBT：残留性・蓄積性・毒性を有する物質。 

vPvB：高残留性･高蓄積性を有する物質。 

IMDS 

International Material Data System 

自動車を構成する材料及び含有物質情報を収集するためのシステムで、 

欧州のELV指令に対応するため、1998年に欧米の自動車メーカー8社 

及びEDS社の共同プロジェクトにより開発された。 

GADSL 

Global Automotive Declarable Substance List 

全世界の自動車メーカーにおける申告対象物質の統一化を目標に日欧米 3 極の

化学工業会、自動車部品工業会・自動車工業会の共同で作成された 

IMDSで使用されている申告物質リスト。 

JAMA/JAPIA 

統一データシート 

JAMA（日本自動車工業会）と JAPIA（日本自動車部品工業会）の会員企業及びそ

の関連企業がGADSL対象物質等の含有把握を目的とし、利用するデータシート。 

IMDS情報の調査・回答ツールとしても利用される。 

JIG 

Joint Industry Guide for material composition declaration for Electronic Products 

JGPSSI、CEA、DIGITALEUROPEの共同作業により作成され、JGPSSI、EIAの承

認の元に発行された含有化学物質情報開示に関するガイドライン。現在は

IEC62474に引き継がれている。 

CAS番号 

(CAS Number) 

米国化学会(American Chemical Society)の一部門である、化学情報サービス 

機関(Chemical Abstracts Service)が、化学物質に付与している番号。 

意図的添加 
特定の性能や外観、品質などを得るために添加している材料・状態のこと。 

意図的添加の例）粘着シートを着色するための染料・顔料 

不純物 

天然素材に含有し、材料の精製過程で工業技術的に除去しきれない物質、又は合

成反応の過程で生じた工業技術的に除去しきれない物質のこと。 

材料特性を変える目的で使用・添加する場合は｢意図的添加｣と言う。 
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付表2 ＲＥＡＣＨ規則『成形品に含まれる物質に関する要求事項についてのガイダンス』 

2011年4月リリース版 Table7,8の和訳（経産省）

http://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/int/reach_guidance2.pdf 

表7 感圧粘着テープへの指標となる質問  

対象物 

スキー用ワックステープ 

（物質／混合物を表面に移送させる粘着テ

ープの一例であり、担体材料は取外し可能、

適用容易な付け裏として働くだけなので、適

用時、粘着層は変形する） 

カーペット固定用粘着テープ 

（物質／混合物を表面に移送させな

い粘着テープの一例であり、粘着層

及び内部補強材から構成される） 

機能 スキー板表面にワックスを付ける 2つの基面を接着する 

質問4a：物質/混合物が対象物から除去または分

離でき、それと独立に使用できたとしたら、そ

の物質/混合物はそれでもなお原則として（しか

しおそらく利便性または精緻さを失って）ステ

ップ1で定義した機能を実行できただろうか。 

はい、利便性低下はあるものの、粘着層は意

図された目的（主機能は必ずしも付着だけで

はない）を実施できる 

いいえ、テープの機能は、裏張り／

補強材と粘着剤の相互作用で決めら

れる。 

質問4b：対象物は主として（すなわちステップ1

に基づいて定義された機能にしたがって）物質/

混合物またはその反応生成物の放出または制御

された運搬のための容器または担体の役割を果

たしているか。 

はい、テープの機能は、物質／混合物を制御

された仕方で移送することである。 

いいえ、テープの機能は、単に粘着

層の移出又は移送を制御することだ

けではない。 

質問4c：物質/混合物は対象物の使用段階の間に

消費された（すなわち化学的または物理的変性

などによって使い切られた）か、あるいは除去

された（すなわち対象物から放出された）結果、

その対象物が用を果たさなくなりその使用寿命

を終わらせることになるか。 

はい、粘着層及び担体物質は夫々の使用期間

終了時に、別に廃棄される。 

いいえ、粘着テープの使用段階では、

粘着剤は消費又は分離されない。 

結論 成形品及び物質／混合物の組合せ 表8参照 

表8 感圧粘着テープへの指標となる追加的な質問 

対象物 カーペット固定用粘着テープ 

質問5a：物質/混合物が対象物から除去または分離されたとしたら、そ

の対象物はその意図された目的を果たすことができないか。 

はい、裏張り又は補強剤のない接着剤層は、テープとして意

図する目的を発揮できない 

質問5b：対象物の主な目的は、物質/混合物またはその反応生成物を運

搬すること以外のことか。 

はい、テープの機能は、基面に付着し、さらに裏張りや補強

剤を通じて追加的な特質を提供することである。 

質問5c：対象物は通常、使用寿命の終わりの時点すなわち処分される時

点で、物質/混合物と共に廃棄されるか。 
はい、製品寿命終了時に、接着剤はテープ上に残存する。 

結論 物質／混合物が必須部分となっている成形品 
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付表 2 の原文として、EHCA の「GUIDANCE FOR ARTICLES」version2 に記載されている粘着テープに

関する部分であるTable7、Table8を添付する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今後、更にガイダンスが更新される場合があるため、REACH規則における成形品のガイダンスに 

おける「粘着テープ」の記載を参照される場合は最新版にてご確認下さい。 
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 付表3 ＲＥＡＣＨ規則『成形品に含まれる物質に関する要求事項についてのガイダンス』 

2008年5月リリース版 Table10の和訳（環境省） 

http://www.env.go.jp/chemi/reach/reach/article.pdf 
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 付表3の原文としてECHAの「GUIDANCE FOR ARTICLES」version1のTable10を添付する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事例に出てくる「スキー用ワックステープ」は粘着テープ工業会では「粘着テープ」と 

分類していない。 
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付表3の項目7（1）に記載されている「接着層の化学物質が項目６によって登録が必要となる 

可能性がある。」に該当するテープ形状製品の中には、MSDSplusで記載する｢混合物｣の場合もある。 

また、「登録する必要なし」に該当する粘着テープは「成形品」である。 

「香料等が項目 7（1）によって登録が必要となる可能性がある。」に該当する粘着テープは、     

「意図された放出のある成形品」に該当する場合がある。 

 

 これらの記載は、REACH規則（EC）1907/2006の第Ⅱ編 物質の登録の第1章 第6条 

物質そのもの又は調剤に含まれる物質の一般的な登録の義務」 及び 第7条 「成形品に含まれる 

物質の登録及び届出」の第1項を意味するものである。 

  

 その記載項目を添付する。 
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